
 

      平成 24 年 2 月 16 日 

各 位 

会 社 名 Ｒ Ｈ イ ン シ グ ノ 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 阿 部 顕 仁 

コード番号 ８ ５ １ ４ （ 札 幌 証 券 取 引 所 ）

問 合 せ 先
取締役ｶﾝﾊﾟﾆｰ本部 

北海道元気計画事業部長
山 本 敬 重 

Ｔ Ｅ Ｌ ０１１－３３０－０６６２ 

 
札幌証券取引所への「改善報告書」の提出について 

 
 
 当社は、平成 24 年 2 月 9 日に提出した改善状況報告書について「上場有価証券の発行者の会社情報

の適時開示等に関する規則」第 14 条第 3 項の規定に基づき、「改善報告書」を、本日別添のとおり提

出いたしましたのでご報告申し上げます。 
 
 
 
別添：改善報告書 
 
 
 

以上 

Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 
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平成 24 年 2 月 16 日 

証券会員制法人札幌証券取引所 

理事長 小池 善明 殿 

ＲＨインシグノ株式会社 

代表取締役 阿部 顕仁 

 

改善報告書 

 

 当社は、平成 24 年 1 月 26 日付で札幌証券取引所より、上場有価証券の発行者の会社情報の

適時開示等に関する規則第 14 条の 2 第 2 項に基づき改善状況報告書の提出を求められました。

当社は、求めに応じ平成 24 年 2 月 9 日に改善状況報告書を提出いたしましたが、札幌証券取引

所より当該報告書に記載した改善措置の実施状況等の内容は明らかに不十分であるとの指摘を

受けました。上記につきまして上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第

14 条第 3 項に基づき、その経緯及び改善措置を記載した改善報告書を提出いたします。 

 

経緯 

 当社は、平成 22 年 3 月期決算短信、平成 23 年 3 月期決算短信及び平成 23 年 3 月期第 2 四

半期決算短信を訂正した件に起因する改善報告書を平成 23 年 1 月 25 日に札幌証券取引所に提

出し、平成 23 年 10 月 26 日に当該改善報告書に記載された改善措置の実施状況について記載し

た改善状況報告書を札幌証券取引所に提出しております。 

 その後、当社が平成 23 年 11 月 21 日付で開示した『「平成 24 年 3 月期第 2 四半期決算短信〔日

本基準〕（連結）」の一部訂正について』において決算短信を訂正し、平成 23 年 12 月 28 日付の

公開資料で平成 22 年 3 月期第 2 四半期から平成 24 年 3 月期第 2 四半期までの決算短信等を訂

正することについて開示しております。 

 これらを鑑みて、当社の改善措置の実施状況及び運用状況について再度確認が必要であると認

められることから、当社に対し、現在の改善措置を記載した改善状況報告書の提出を札幌証券取

引所に求められ、当社は、平成 24 年 2 月 9 日付で札幌証券取引所の上場有価証券の発行者の会

社情報の適時開示等に関する規則第 14 条の 2 第 3 項に基づき、改善状況報告書を提出いたしま

したが、札幌証券取引所より当該報告書に記載した改善措置の実施状況等の内容は明らかに不十

分との指摘を受けたことによるものであります。 

 

1．平成 23 年 1 月 25 日付で提出している改善報告書に記載している全ての改善措置について、

その改善状況を記載しなかった経緯及び改善措置 

 

（1）経緯 

 決算短信以外の開示については、人員の関係で代表取締役が一人だけで担当しており、改善状
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況の記載漏れが生じているにも関わらず、複数人によるチェック機能が働かないことにより、開

示内容が充足されているものと誤って判断していたことによるものであります。 

 

（2）改善措置 

 決算短信以外の開示について、平成 24 年 2 月 10 日より情報取扱責任者である取締役を開示

業務の担当として兼務させ、本来の体制である代表取締役との 2 名体制といたしました。 

これによりチェック機能が回復し、上記のような事象を回避できるものと考えております。 

 

2．改善措置の実施状況の内容が不十分であった下記の事象について原因分析、問題点及び改善

措置 

（1）業務における確認作業等の業務の見直しをする必要がある件 

 ①原因 

  決算短信及び有価証券報告書等の開示システム会社の変更を実行いたしました。それにより、

担当者が新システムに対する操作方法の不慣れにより、想定以上に作業時間を要したため、想

定であれば充分であったはずの確認作業時間が大幅に短縮されてしまったためです。 

 ②問題点 

  決算短信及び有価証券報告書等の作成作業から確認作業に至るまでのスケジュールが、提出

期限ぎりぎりまでで作成されていたことにより、作成作業の中で何らかのトラブルが生じた際

に、作業時間がずれ込み、必然的に確認作業時間が短縮されてしまうことであります。 

 ③改善措置 

  当社および会計士、税理士などの外部関係者と協議をし、提出期限の遅くても 2 日前まで

には完結する決算短信及び有価証券報告書等の作成作業から確認作業に至るまでのスケジュ

ールを作成します。また、想定外のトラブルが発生した際にも、確認作業時間を短縮せずに対

応できる体制を、従来の経理担当・経理主任・経理課長の 3 名体制から、平成 24 年 3 月 1 日

より経理担当、経理主任、取締役、代表取締役の 4 名体制に強化することで漏れなく作業を

行ってまいります。 

 

（2）人員の減少に伴い採用を検討する件 

 ①原因 

当社は、月次・四半期・本決算については社内で作成後に、外部の会計・税理士事務所に

最終確認を要請していることにより、社内・社外二重のチェック体制を敷いておりますが、

今回、経理課長が平成 24 年 2 月 20 日付で退職することに伴い社内チェック機能が弱体化す

ることによります。 

 ②問題点 

当社は少数人員体制で業務を行っていることから、経理課長の欠員を埋めるために新たな

採用をおこない、当社業務内容の習熟および専門知識の習得するための教育を行っていく時
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間的な余裕がありません。従いまして、当初から専門的知識を有している税理士などを雇用

していかなければなりません。 

 ③改善措置 

平成 24 年 3 月 1 日より、情報取扱責任者である取締役に経理課長が行っていた業務を兼務

させることで、欠員を補ってまいります。また、必要に応じて外部の税理士などを決算時に

合わせてスポットで雇用するなどの施策をもって業務精度を向上させていきます。 

   

（3）決算短信以外の適時開示は代表取締役が一人で担当しておりチェック機能が働かない状況

となっている件 

 ①原因 

  本来であればチェック機能に組み込まれる情報取扱責任者は、代表取締役を除く常勤執行役

員以上の役職者の中から選任するよう要請されていることにより、やむをえず開示業務に時

間を費やすことが困難な営業担当の取締役が選任されておりました。それにより、情報取扱

責任者という職責が形骸化してしまい、代表取締役一人だけが開示業務に携わる体制となっ

てしまったことによります。 

②問題点 

  情報取扱責任者として新たな人材を要請されている役職者として増員することは、費用面な

どから事実上困難であります。従いまして、現在は形骸化している情報取扱責任者を開示業

務に携われる組織づくりを、可及的速やかに実行していくことであります。 

 ②改善措置 

  決算短信以外の開示について、平成 24 年 2 月 10 日より情報取扱責任者である取締役を開

示業務の担当として兼務させ、本来の体制である代表取締役との 2 名体制といたします。 

  また、営業担当取締役の内勤率を高めるため、営業担当者を 3 月までに複数名雇用すべく、

採用活動を行っております。 

 

（4）開示規則等の研修について業務が多忙となり現在まで中断している件 

 ①原因 

 当社は、少数人員体制のため、一人が担当する業務量が多くなっており、研修に費やす時間を

考慮すると、大幅に残業時間が増え、人件費が増大してしまいます。また、昨年 7 月に重大

な法令違反の発覚により監査意見が表明できないなどの想定外な事象が発生し、経理及び総務

に係る業務量が増大してしまい、日常業務内で研修時間を設けることが物理的に不可能な状況

となっておりました。 

 ②問題点 

 当社は、厳しい財務状況を打破すべく業務改善に取り組んでいる最中であり、利益増大に貢献

しない管理部門の人件費等は可能な限り抑えなければなりません。従いまして、各担当者の業

務量を減らすことはできず、日常業務の中だけで各個人のスキルアップを図っていくしかない
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状況であります。 

 

 ③改善措置 

 営業担当者においても、簡易な経理伝票の入力作業などを協力させるなど、現状の経理担当者

の業務負担軽減ができる環境を整備し、3 月より空き時間を利用して研修時間を設けて参りま

す。また、内部だけではなく税理士法人等が主催する研修やセミナーなどを調査し、少なくと

も半期に一度以上は参加し、担当者のスキルアップを図ってまいります。 

 

3．改善措置の実施状況 

（1）業務知識の向上 

 会計士および税理士と、より密な意見の交換を行い、適正な会計処理ができる関係を構築する

ことにより、専門的な業務知識を取得できる環境となっております。このことにより、連結作

業について各連結子会社で処理がスムーズに行える体制なりました。また、社内に会計士のス

ポット雇用を行い、業務を通じて勉強会を開催し経理知識の向上を図りました。 

 さらに有価証券報告書作成のチェックリストを作成し、決算短信にも活用するよう、チェック

作業を行う際のルールを構築いたしました。 

 

（2）業務上のリスクの全般的な洗い出し 

 連結子会社における適正な財務報告に係る業務プロセスの整備を行い、各リスクの統制状況を

リスクコントロールマトリックスとして文書化いたしました。 

 しかしながら、経理規程の見直しにつきましては、時間的な制約から行っておりませんが、今

回の過年度決算訂正の結果を受け、4 月中には経理規程の見直しを行います。 

 また、リスクコントロールの結果については、改善事項及び結果を評価報告書としてフィード

バックしておりませんが、リスクコントロールマトリックスを作成したことにより、各担当者

がリスクの発生要因を理解いたしました。 

 

（3）継続的な実施内容の状況 

改善措置 実施状況 

１）業務改善項目  

①月次決算処理の複数名での整合性確認 平成 22 年 12 月から毎月実施しております。

②月次決算処理の上位職及び内部監査の整合性確認 平成 22 年 12 月から毎月実施しております。

③経理専門職社員の採用 平成 22 年 12 月に採用済も平成 24 年 2 月 20

日付にて退職により、総務担当者が経理業務

を兼務いたします。 

④外部チェック機能による四半期決算の検証 平成 22 年 12 月に会計士事務所を契約済によ

り実施中しております。 



5 
 

２）連結決算業務知識及び経理知識の研修及びチェッ

ク体制、ルールの構築 

平成 22 年 12 月～平成 23 年 5 月まで実施も

以降は実施しておりません。 

３）業務上のリスクの全般的な洗い出し  

  評価報告書の提示 実施しておりません。 

４）開示体制の強化  

①適時開示業務を執行する体制づくり 整備できておりませんでしたが、平成 24 年 2

月 10 日より改善いたしました。 

②適時開示に関する研修 実施しておりません。 

 

以上 

 


